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本号の主な内容
２面  GREEN × EXPO 2027
　　　 GREEN × EXPO 協会（公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会）

２面  【学会の目・眼・芽】 文化財活用における造園分野の役割
（公社）日本造園学会理事、筑波大学人間総合科学研究科准教授　伊藤　弘

３面  第 3 次担い手三法における労務費の基準の導入について
　　　「植栽基盤診断士」累計 1,847 名に　合格者一覧　新たな診断士 85 名

４面    【ふるさと自慢】　私の街の「大山さん」　四季折々に姿を変える景色
鳥取県支部　清水 花（山陰緑化建設㈱）

　　　【緑滴】 　ページをめくると広がる世界
     新潟県支部　髙澤 理子（㈱ニューガーデン）

　 　　　　　
　
　　

どアプローチにはいくつかの役割が求
められますが、重要なのはどのような
空間にしたいかを明確にすることと思
います。

◆
　緑を感じるスペースにしたい、四季
折々の花を飾りたい　表情豊かな床面
にしたいなど、家族の要望を取り入れ
ながら、オリジナルティあふれるデザ
インに仕上げたいと思います。

◆
　「家と庭をトータルに考えてデザイン」
　近年、庭を戸外ばかりでなく室内か
ら同時に楽しむケースが増えていま
す。
　たとえば玄関の横に窓を設けて、景
色が楽しめるような工夫とか、窓から
光を取り入れることで玄関スペースを
明るい印象にすると同時に庭の緑がお
客様を心地よく迎えてくれます。
　そのほか・中庭や坪庭リビングやダ
イニング、和室から眺める庭など、そ
れぞれの庭には家と庭を調和させるた
めのアイデアが詰まっています。

◆
　住まいを計画する際には、どうして
も家を中心にしてしまいがちですが、
本来は家と庭をトータルに考えたいも
のです。
　余った敷地を庭にあてるのではな
く、住まいの一部として庭のデザイン
をするものと考えています。

　大地に描くデザイナーとして、この
造園の道に入ってはや 51 年がたち、
長い年月の間だんだんと緑が失われて
いる感じがします。もっと住居に多く
の緑があってほしいと思っています。

◆
　道路から玄関までの空間と、その周
辺・美しさと機能性を求めています。
　門扉・塀・生垣など家の顔として個
性を表現するデザインが見せ場です。
　最近は車を停めていないとき、庭と
して活用できる工夫を凝らしたお宅も
多く見られます。
　さまざまなアイデアを参考に、家族
も道行く人も楽しめる、魅力的なガー
デンに仕上がります。

◆
　最近、人気の高まっている植栽を主
体としたオープンスタイル、門扉や塀
を設けず、枝ぶりの柔らかな雑木で外
からの視線を遮ったり、塀の周囲に草
木を植えてナチュラルな雰囲気をつ
くったり、さまざまですが、四季折々
の植物が住む人だけでなく、道行く人
の目を楽しませてくれます。

◆
　道路と玄関を結ぶアプローチは来客
を玄関へと導く通路でもあるため、歩
きやすく、心地よい空間づくりを心が
けたいものです。
　玄関周りが通りから丸見えになるこ
とを避けて、奥への期待感を高めるな

建物を引き立てる緑をつくる

　（一社）日本造園建設業協会理事　
マルセー緑化建設㈲ 代表取締役社長　関　正義

2026 年新年造園人の集いで乾杯のあいさつを行う和田新也日造協会長

　2026 年新年造園人の集いは 1月 6日
㈫、東京都港区高輪の品川プリンスホテ
ル「プリンスホール」で開催され、566
名が参加して盛大に行われた。
　集いは冒頭、世話人を代表し、髙梨
雅明（一社）日本公園緑地協会会長が、
「2027 年の園芸博覧会に向けた本格的
準備の年であり、造園界が取り組んでい
ることを世界に発信する絶好の機会。関
係者の皆さんの協力で素晴らしいものと
したい」と述べた。
　次いで、大黒俊哉（公社）日本造園学
会会長は、「昨年は学会創立 100 周年に
ご協力をいただき、諸事業を無事に終え
ることができた。造園学会は人と自然の
関係を絶えず見直してその役割を果たし
てきた。ネイチャーポジティブの潮流は、
造園への追い風であるとともに期待と責
任でもある。産官学、多様なセクター、
さまざまな職能の連携が不可欠で、研究・
求心・発信の３つの力で次の 100 年に
向けて取り組んでいきたい」とした。
　官界からは、片山壮二国土交通省都市
局公園緑地・景観課長が「環境や景観に
ついては追い風であり、日本の生活空間
をより豊かにする令和のまちづくりに取
り組んでいる。公園緑地行政の適切な展
開はもちろんだが博覧会に向けての大事

髙梨雅明会長 大黒俊哉会長 片山壮二課長

堀上勝局長 金清典広会長和田新也会長

な年である。皆さまのご協力をお願いし
たい」。また、堀上勝環境省自然環境局
長が「クマの生息域拡大が大きな課題と
なっており、人口減少など里山に元気が
なくなっている。一方でネイチャーポジ
ティブ、30by30、自然環境サイトの認
定については目標に近づき、こうした取
り組みが里山の活力となり、クマ対策に
もつながる。今後とも皆さまのお力をい
ただきたい」と述べた。
　その後、「2026 年今年期待の造園人」
受賞者7名を紹介、世話人を代表して髙
梨雅明会長から記念品等の贈呈が行われ
た。日造協の推薦では一昨年、地域リー
ダーズ総リーダーに就任するなど、活躍
が期待される廣部修平氏が選ばれた。
　乾杯は、各界の代表による鏡開きに続

566 名が参加し賑わう

今年期待の造園人で抱負を語る廣部修平氏

建設業年度末労働災害防止強調月間

　建設業年度末労働災害防止強調月
間は、完工時期に向け工事が増加し、
さまざまな作業が輻輳するこの年度
末に注意を促し、無事故・無災害で
新年度を迎えることを目的に、建設
業労働災害防止協会の主唱、厚生労
働省、国土交通省の後援で行われ、
関係企業への周知が図られています。
　建設業における労働災害は、長期
的に減少傾向にあるものの墜落・転
落災害が多くを占めており、一層の
防止活動が求められています。
　詳細は建設業労働災害防止協会の
ホームページをご覧ください。

本月間：令和 8 年 3 月 1 日～ 31 日

　主催者代表として和田新也会長から
は、「たまちゃん（田丸氏の愛称）は、
決して多くを語る方ではありませんでし
たが、困難な役割にも誠実に向き合い、
最後まで責任を全うされました。病を得
てからも「業界活動を楽しんでいる」と
語り、日造協のもとへ足を運ばれた姿は
忘れられません」とあいさつ。
　その後、参列者は献花を行いながら、

　昨年 9月 19 日に逝去した日造協副会
長であった田丸敬三氏（東光園緑化㈱代
表取締役社長、享年 56歳）のお別れの
会が 12 月 19 日、東京都千代田区の東
京會舘で開かれ、遺族や友人、関係者ら
約 300 人が参列し、故人の功績をしの
んだ。
　会は（一社）日本造園建設業協会・東
京都造園建設業協同組合・東光園緑化㈱
の主催で行われ、故人を偲んで黙祷を捧
げた後、生前深い関わりのあった蓑茂壽
太郎東京農業大学名誉教授が「東京農業
大学交友会・緑友会をはじめ、造園界を
深く愛し、温和な人柄と確かな行動力で
多くの仲間を学びと次の時代へと導かれ
ました。後進育成に注がれた情熱と誠実
なお姿は、今も私たちの心に生き続けて
います」と弔辞を述べた。
　続いて、喪主の田丸氏の奥様である静
香様からは、参列者への深い感謝と、今
後も変わらぬご厚情をお願いする言葉で
結ばれた。

き、和田新也日造協会長が産業界を代表
してあいさつ。参加者で乾杯を唱和、祝
宴となった。
　集いは途中、各団体の代表があいさつ、

最後に金清典広（一社）ランドスケープ
コンサルタンツ協会会長が閉会のことば
を述べ、閉会した。

静かに故人との別れを惜しんだ。
　田丸敬三氏は昭和 44 年 7 月 31 日生
まれ。家業である東光園緑化㈱の代表取
締役社長として研鑽を重ねる一方、さま
ざまな団体の要職を務めるなど多方面に
わたる貢献が認められ、令和７年には建
設事業関係功労者等国土交通大臣表彰を
受賞するなど、造園建設分野の発展に貢
献した。
　会場には故人の写真や愛用品が展示さ
れ、参列者は在りし日の姿を思い浮かべ
ながら、冥福を祈っていた。

田丸敬三氏（当協会副会長）お別れの会、東京會舘で開催
－関係者ら 300 人が故人をしのぶ ―

主催者を代表して田丸敬三氏をしのぶ和田新也会長
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文化財活用における造園分野の役割
（公社）日本造園学会理事、筑波大学人間総合科学研究科准教授　伊藤　弘

　人びとの活動によって生み出された
もののうち、歴史上または芸術上価値
の高いものである文化財は、現在、保
護するだけでなく活用することが求め
られています。
　文化財の保護は、保護の対象も含め
て比較的理解しやすく目標は共有され
やすい一方、文化財の活用となると、
活用の対象も含めて理解しづらく目標
も設定しづらいという側面があります。

◆
　文化庁は、文化財の活用を「国民が
文化財を理解し，親しむ機会の充実を
図るため，文化財の特性や保存に配慮
しつつ、文化財の魅力が国民に伝わる
よう」文化財の活用を積極的に推進す

る、としています。文化財の魅力とは何
で、どうすれば国民に伝わるのか、色々
な考え方があります。
　従来は、博物館などを整備して解説パ
ネルや模型を使った説明が主でした。し
かし近年は、文化財が所在する敷地で、
身体を動かして体験させる取り組みが
重視されるようになっています。それに
伴い、文化財を取り巻く敷地全体の環境
づくりが不可欠となっています。

◆
　当然のことですが、そもそも文化財は、
当初から文化財として作られたのでは
なく、先人たちが生活や生業を営む過程
で生み出した道具や建物、あるいは土地
利用でした。これらが時を経て残ること

で、今日、文化財として評価されるよう
になりました。
　現在のような高度な土木技術がな
かった時代、人々は気候や地形など自然
条件に即して生活や生業を営む必要が
ありました。
　文化財を真に理解し活用するために
は、解説パネルなどによる学習もさるこ
とながら、「なぜこの場所に、この文化
財があるのか」という先人の営みやその
背景を、肌で実感して理解できるような
環境が必要です。

◆
　したがって、文化財が立地する敷地の
自然条件を活かした空間を創出するこ
とで、文化財の理解と活用を両立させる

ことができるといえます。
　こうした環境づくりは、まさに造園分
野の得意とするところであり、その実力
が発揮できる領域といえます。単に過去
の環境を復元することにとどまらず、自
然条件に即しつつ、現在の社会状況を踏
まえた新たな環境をつくることで、文化
財の新たな魅力が見出されることが期
待されます。

◆
　現在、文化財の活用への取り組みは、
担当官が頭を悩ませながら計画策定な
どしていることが少なくありません。造
園の知見と技能によって、あるべき文化
財の活用が実現すると考えております。

　学会の目・眼・芽　第 148 回 風景計画論、観光地域計画論が専門。遺跡を中心とした文化財の活用計画や

自然公園の利用計画のあり方について、地域の履歴に基づき人と環境を結び

つける風景計画の観点から取り組む。

GREEN×EXPO ２０２７
GREEN×EXPO協会（公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会）

はじめに
　GREEN × EXPO 2027（２０２７年国
際園芸博覧会）は、国際的な園芸文化の
普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・
経済の創造や社会的な課題解決等への貢
献を目的に開催される国際的な博覧会で
す。日本では 1990 年の「大阪花の万博」
以来、37 年ぶりとなる最上位

（A １）クラスの国際園芸博覧会であり、
一都三県では初の万博となります。
　テーマは「幸せを創る明日の風景」。
植物の自然資本財としての多様な価値を
再認識し、自然との共生や環境、植物の
もたらす幸福感を新たな明日の風景とし
て可視化します。

開催 500 日前を迎えて
　2025 年 11 月 4 日には開催 500 日前
を迎え、最新の会場計画や Village 出展、
花緑出展の出展概要を一部初公開したほ
か、政府による日本政府苑の起工式、開
催地である横浜市では、横浜商工会議所
をはじめとする多くの企業・団体様を招
いた記者発表会のほかシティドレッシン

グやイベント等、開催に向けた機運醸成
が着々と進行しています。

GREEN × EXPO 2027 会場計画
　会場には５つの Village である「Urban 
GX」「Craft」「farm ＆ food」「kids」

「SATOYAMA」 も 展 開 し、 各 Village の
コンセプトに基づき、企業との共創によ
る新たなグリーン社会を示す世界観を作
ります。
　また、主な施設として、「テーマ館」

「園芸文化展示」「日本政府苑」等を予定
しています。テーマ館では、「すべての
生命はつながっている。植物を中心に。」
をコンセプトに、生命の根源である植物

の真の姿を最新の映像技術と研究成果を
用いて、アートとエンターテイメントの
掛け算により紹介します。
　園芸文化展示では、現在に受け継がれ
る数々の伝統園芸植物を季節ごとに入れ
代えて展示し、江戸時代に発展した日本
が世界に誇る園芸文化を伝えます。
　日本政府苑のコンセプトは「日本の自
然観を再考し、未来へ進む」で、和泉川
の流頭部という立地条件を踏まえ、展示
館は東西分棟の高床式木造建築とし、自
然環境への負荷を低減します。

GREEN × EXPO 2027 開催まで１年
「地球と。咲きに行こう。」

　 本 年 3 月 19 日 に GREEN × EXPO 
2027 は、開催１年前を迎えます。おか
げさまで花緑出展には、貴協会東北支部
をはじめとする多くの企業・団体・自治
体に参画いただき、造園技術を駆使した
庭園や多彩な植物で彩られた花壇等、業
界内外の多くの方々が注目する競演の舞
台が進行しています。
　昨年開催された大阪・関西万博の熱量
や成果を引き継ぎながら着実に準備を進
めてまいりますので、引き続きご支援、
ご注目くださいますようよろしくお願い
いたします。

入場チケットについて
 GREEN × EXPO 2027 の入場チケット
の券種と価格が決定しました。前売りチ
ケットは、2026 年３月に発売予定です。

会場計画図

テーマ館外観イメージ

テーマ館屋内イメージ

園芸文化展示

日本政府苑イメージ
画像提供：国土交通省・農林水産省

GREEN × EXPO 2027 の概要：
■名称：２０２７年国際園芸博覧会
International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan
■テーマ：幸せを創る明日の風景　～ Scenery of Future for Happiness ～
■会場：神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設）
■開催期間：2027 年３月 19 日～ 2027 年９月 26 日
■博覧会区域：約 100ha（内、会場区域 80ha）
■参加者数：1,500 万人
                 （地域連携や ICT 活用などの多様な参加形態を含む）

GREEN × EXPO 2027
開催 500 日前記者発表会の様子

日本政府苑の起工式でスピーチされた
高市内閣総理大臣

次の万博は横浜だ！
開幕 500 日前発表会の様子
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「植栽基盤診断士」累計1,847名に
　植物が良好に育つ土壌環境を整える専
門家「植栽基盤診断士」は、日造協が
2003 年に資格制度を創設し 23 年目。 
今年度の認定試験は、「学科試験」を 9
月 21 日に全国 6 会場で実施、学科試験
合格者はその後「実地試験」 を 11 月に
福岡、大阪、愛知、東京で受験。12 月
23 日に「植栽基盤診断士認定委員会（委
員長：高橋輝昌千葉大学教授）」より合
格者が発表された。

　実地試験合格者は、登録認定手続きで
「植栽基盤診断士」と称することができ、
資格者は延べ 1,847 名、現在資格有効
者は 1,443 名となった。
　「植栽基盤診断士」は、明確なデータ
と合理的・経済的な改良提案などで、良
好な植栽基盤の確保に役立ち、発注要件
に取り入れられるなど活用が広がってお
り、今後も活躍が期待される。

合格者一覧　新たな診断士 85 名
　2025 年度植栽基盤診断士の合格者は次の
通り。

【北海道】竹川庄平（雪印種苗㈱）
【宮城県】齋藤正行（㈱泉パークタウンサー
ビス）

【茨城県】小松﨑定男（定松園）
【埼玉県】釘宮晃代、山下克矢（中田造園㈱）

【千葉県】島耕二（㈱新松戸造園）／木村孝
文（㈱京葉園）／中辻建一（㈱志津ガーデン）

【東京都】萩谷知也（（公財）東京都公園協会）
／張捷、有田美紅（㈱石勝エクステリア）／
小山武志（㈱稲亀緑花）／小峯隆徳（㈱昭和
造園）／宮間一彰（㈱創研ガーデン）／新井
康之（㈱根本造園）／佐藤洸介、東本直哉（㈱

処遇改善へ基準導入
　造園工事業を含め建設業は、社会資本
の整備・管理の主体であるとともに、災
害時には「地域の守り手」として、国民
生活や社会経済を支える極めて重要な役
割を担っています。
　建設工事の適正な施工及び品質の確保
と、その担い手の確保のため、建設業法、
公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律、公共工事の品質確保の促
進に関する法律を一体として改正する
担い手 3 法の取組が行われてきました
が、昨今の厳しい就業環境を背景に、依
然として建設業への就業者の減少が続く
なか、建設業がその重要な役割を将来に
わたって果たし続けられるようにするた
め、現場の担い手の確保に向けた対策を
強化することが急務となっています。
　そのような中で、持続可能な建設業の
実現と、そのために必要な担い手の確保
を目的とする「第三次・担い手３法」が
令和６年に成立し、昨年 12 月に完全施
行されました。
　第三次・担い手 3 法の主要な施策には、

「処遇改善」「価格転嫁」、「働き方改革」、
「生産性向上」がありますが、「処遇改善」
の一環として「労務に関する基準」が定
められました。

処遇改善に係る主な措置
　今回の改正における処遇改善に係る主
な措置として、建設業者の（努力）義務
として、次のように定められました。
・�労働者の知識、技能その他の能力の評

価に基づく賃金支払等の処遇確保する
よう努めなければならない（建設業法
第 25 条の 27）。 

・�建設工事の請負契約の締結に際して、
材料費、労務費等を記載した「材料費
等記載見積書」の作成するよう努めな
ければならない（同法第 20 条）。特に
公共工事については、入札段階におい
てこれらの経費を明示した入札金額内
訳書を提出しなければならない（入契
適正化法第 12 条）。

　
労務費の基準

　そして、労務費の基準について以下の
ように定められました。
・�中央建設業審議会が労務費に関する基

準を作成・勧告（建設業法第 34 条）し、
これを著しく下回る見積り・契約締結
を禁止し（同法第 20 条）、併せて、違

反した建設業者には指導・監督（同法
第 28 条）を、違反した発注者には勧告・
公表（同法第 20 条）を（国又は都道
府県知事は）それぞれ実施できる。 

　「労務費の基準」の目的は、適正な水
準の労務費（賃金の原資）が、公共工事・
民間工事に関わらず、受発注者間、元請
け－下請け間のすべての段階において確
保され、技能労働者の賃金としていきわ
たることです。
　具体的には、契約当事者間での価格交渉
時の労務費の相場観となり、また、著しく
低い労務費等による契約の締結の禁止に関
して、行政が指導監督する際の参考指標と
しての活用も目的とされています。

基準作成に当たっての方針
　「労務費の基準」の作成にあたっては、
以下の方針がとられています。
・�技能者の職種ごとに、現在の契約でも

用いられている単位施工量当たりの金額
（1t、1㎡作業当りいくら）として設定す
ることを基本とし、工種や規格の違いな
どによる細分化は最小限にとどめる。

・�公共工事設計労務単価を基礎とした適
切な労務費・賃金水準の確保を前提と
しつつ、生産性（単位時間当たり施工
量（1 日あたり何人で作業するか））の
部分での競争の余地を残す。

・�いったん基準を公表した後においても、
基準の使用・水準も含め、必要に応じ
修正を加えるという考え方に沿って検
討・実装を進める。

・�すべての職種、工種について同時に議
論作成するのではなく、職種別に順次
検討を進める。

基準の計算方法
　そして、「労務費の基準」の計算方法
の主なものは以下の通りです。
・�労務費の基準については、工事の完成

を請負うという請負契約の労務費の目
安として、労務単価（円 / 人日（８時
間））×歩掛（人日 / 単位当たり施工量）
の計算式によって単位施工量当たりの
労務費として示すことを基本とする。

・�労務単価については、公共工事設計労
務単価を適用することとし、労務費の
基準は、公共工事設計労務単価と同様、
原則として都道府県別に示す。

・�歩掛については、国土交通省直轄工事
で用いられている歩掛（土木工事標準
歩掛や公共建築工事標準単価積算基準

第3次担い手三法における労務費の基準の導入について

等）を活用する。
・�施工条件等によって適正な歩掛は異な

るため、労務費の基準を公表する際、
基準の前提となっている歩掛・作業内
容・適用条件等を明示する。（個々の建
設工事において、当該工事の施工条件・
作業内容等に応じて、適正な歩掛とな
るよう契約当事者間で補正を行う。）

日造協の意見も基準に反映
　造園工事の労務費の基準の作成に当た
り、昨年 7 月に国土交通省で種別意見
交換会が開催され、日造協本部から和田
会長、鈴木総務委員長、正本事業委員
長、伊藤専務理事、樋口事務局長が出席
し、また、（一社）日本造園組合連合会
からも寺石理事長以下幹部の方々が参加
され、意見交換を行いました。
　日造協からは、労務費の基準の適用条
件について意見を述べ、今回策定された
基準に反映されています。

基準は張芝と中低木植付け
　当初、造園工事は小規模多工種がその
特徴であり、単位当たりの労務費の基準
の策定は大変困難なのではないかと考え
られました。そうしたなか、今回策定さ
れた労務費の基準は、土木工事における

「張芝工」と「建築工事における中低木

植付け（50cm 以下）」の２つです。
　それぞれ、土木工事標準歩掛、公共建
築工事標準単価積算基準に歩掛があり、
これに公共工事設計労務単価（各都道府
県別）を乗じて、1㎡当り、1 本当りの
労務費を計算しています。このことから、
法定福利費などの経費は含まれないこと
に注意が必要です。
　また、今回作成された基準については、
公共工事設計労務単価や基準の前提とな
る歩掛の改定と連動して、随時（年 1 回
程度）更新することが基本とされており、
見直しや他の工種の作成についても今後
検討されていくものと認識しています。

新たな商習慣の定着に期待
　公的役割を担う建設業を持続可能な産
業とするため、技能者の賃金を原資とし
た低価格競争をしている現状が、労務費
の基準制度により、生産性の高さと、技
能者の処遇を確保したうえでの価格によ
る健全な競争に変わるように、労働者に
支払う賃金の原資は競争の対象にしない
という認識を持ち、総価一式ではなく、
労務費等を内訳明示した見積書での価格
交渉など、新たな商習慣の定着が期待さ
れています。

（一社）日本造園建設業協会
　専務理事　伊藤康行

富士植木）／野口真（キープランツ）／桐原
尚平（桐ふたは）／横山翔一（西武造園㈱）
／吉田敦（天龍造園建設㈱東京支店）／瀧口
胡桃（東光園緑化㈱）／佐藤勝（東武緑地㈱）
／朝日博章（中日本ハイウェイ・エンジニア
リング東京㈱）／坂下志保（箱根植木㈱）

【神奈川県】馬場隆史、寶藏匠（横浜緑地㈱）
【山梨県】喜田拓也（㈱富士植木山梨支店）
【静岡県】吉野正彦（磐木緑地事務所）／杉
澤研三（㈱大志建設）／後藤保樹（グリーン
ビルド㈱）／林勝久（積水ハウス建設中部㈱

【愛知県】林政樹（㈱舟橋植木）／長山拓矢（岩
間造園㈱）／矢野篤志（大島造園土木㈱）／
深津裕友（深津園芸㈱）／石井弘成（緑造園㈱）
／榊原玄起（㈲サカキ園芸場）／稲本修平（豊
緑化技研㈱）

【滋賀県】今井昌江（近江花勝造園㈱）／石
橋竜彦（京阪園芸㈱大津支店）

【京都府】井上陽平、川上和也（（一財）国民
公園協会京都御苑）／松本祐介（石豊造園土
木㈱）／佐伯智準（㈱植藤造園）／早馬淳一

（㈱小島庭園工務所）／岩佐洋希、斉藤貴博（㈱
斎藤造園）／林宏樹（㈱林造園建設工業）／
松下史郎、松本玄（㈱緑彩園）

【大阪府】平賀耕介（㈱日比谷アメニス大阪
支店）／竹本勝彦、多田薫（京阪園芸㈱）／
辻克史（住友林業緑化㈱）／山下君代（東光
園緑化㈱関西支店）／清川梢太（西日本高速
道路エンジニアリング関西㈱）

【兵庫県】片岡悟、佐々木大作（関西造園土
木㈱）／阪上広樹（㈱庭樹園）

【岡山県】井上翔太（㈱武田園）／有吉貞人、
大熊紗織、岡矢奈美子、柴岡基、髙津竜、岸
本猛（㈱山都屋）

【福岡県】山田耕一（㈱ Y' ｓナーセリー）／
小川真樹（JR 九州リージョナルデザイン㈱）
／藤本有咲（内山緑地建設㈱北九州支店）／
酒井美帆、玉利聡空、堤和代、藤原研太（㈱
中村緑地建設）／梶山眞未（北九州市白野江
植物公園管理事務所）／木下史記（木下緑化
建設㈱）／丸山剛（丸山造園）

【佐賀県】福原駿治（㈱久保造園）／立石孝
行（㈱葉隠緑化建設）

【長崎県】青山真一郎（㈱長崎造園土木）／
宮城将樹（㈱松田久花園）

【熊本県】米岡尚倫（㈱東武園緑化）／牧俊
之（㈱松亀園）／山口一輝（㈲アース・グリー
ン）／池田知弘（九州林産㈱熊本営業所）

造園工事（土木）における造園工事の労務費の基準値：東京都
工事の種類 　造園工事
標準的な規格・仕様 　公園植栽　芝張工

条件 （芝串の有無） 　無
労務費の基準値 　979（円 /㎡）

内訳

職種
施 工 単 位 当
たり歩掛

（人・日 /㎡）

設計労務単価
（円 / 人・日）

施工単位当たり歩掛
×

設計労務単価
（円 /㎡）

土木一般世話役 0.00200 32,400 64.80
造園工 0.01100 27,100 298.10

普通作業員 0.02300 26,800 616.40
合計 979.30

補足事項

当該職種の適用条件等は、
国土交通省「土木工事標
準歩掛」を基に、職種別
意見交換会において留意
点を検討し、その検討結
果を反映している。

設計労務単価 : 令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価 ( 東京都 ) による。
労務歩掛 ：令和 7 年度土木工事標準歩掛による。

［ 補足　内訳の職種も同資料に沿ったもので計算過程を示したもの。］

【代表的な歩掛の作業内容】　

　●公園の地被類植付工のうちの張芝工　●張芝は、地拵え、植付け、目土かけからなる
【条件】　　●条件は以下の通り。　芝串の有無 : 無　●ベタ張、目地張の場合に適用できる。
　　　　　● 100 ｍ程度の現場内小運搬を含む。

【適用できない条件】　●市松張、すじ張の場合は適用できない。
【留意点】　●�主な作業内容としては、上記条件における公園の地被類植付工のうちの張芝工を想定しているが、特殊

な気象条件や現場制約等がある場合には、必要に応じて補正する。
　　　　　　（例）暑中（7 ～ 9 月頃を目途）施工の場合は、材料の保管・養生管理やかん水管理の手間が増大する等
　　　　　●施工面の勾配は、現場毎で考慮し、適切な補正を行う必要がある。
　　　　　●�地面の耕耘や客土、地盤改良等が必要な場合や、夾雑物（礫等）が多く含まれ、地ならしが容易にでき

ない場合は、適切な補正を行う必要がある。
　　　　　●施工箇所が点在し、連続作業が不可能な場合は、現場毎で考慮し、適切な補正を行う必要がある。
　　　　　●芝串が必要な場合は、適切な補正を行う必要がある。
　　　　　●通常よりも施工規模が小さい場合は、現場毎で考慮し、適切な補正を行う必要がある。

【造園工事（土木）「張芝工」における造園工事の労務費の基準値：東京都】
 国土交通省「労務費の基準に関するポータルサイト」より

https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/search/job-type
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り、さらにそれらを求めて集まる鳥の
図鑑が必要になり…と段々と置き場が
なくなってしまうのも悩みの種です。

◆
　最近は同じ分野の図鑑を読み比べる
のがマイブームです。学名や原産地、
分布などの基本的な情報は同じでも、
著者が違えばそれ以外の着目点とその
表現が異なるため、結構内容が違うこ
とが面白いポイントです。
　特に植物における和名の由来に関す
る記述や、生態などの表現は著者の植
物愛が溢れ出る文章が多くついつい笑
みがこぼれます。
　例えば、『花期となれば路傍や公園
の片隅をそれは華やかに飾り立て、都
会的に洗練された花のフォルムと気品
のある色彩で人々を楽しませている。』
などと書かれれば、インドア過激派の
私でも重い腰をあげ外へ探しに出てみ
ようかという気にさえなるのです。

　鳥取県西部にそびえる大
だいせん

山は標
高 1,729m。中国地方の最高峰で、
富士山に似たその姿から「伯

ほ う き

耆富
士」とも呼ばれています。
　私が住む米子市からもその姿を
間近に望むことができます。通勤
の車の中、買い物の帰り道そして
寝室の窓からも。いつもの日常に
大山が存在します。

◆
　私はとくに朝の大山が好きで
す。朝日を背にして静かに浮かび

上がる姿を見ると、今日も一日頑
張ろうと思えます。
　四季折々に姿を変える特別な景
色が毎日の生活の中にあること、
本当に幸せだなと感じます。

◆
　大山はドライブ、ツーリング、
大山登山やスノーボードと 1 年を
通して楽しむことができます。
　私は年に 1 度、大山登山をしま
す。登るたびに森の静けさや変わ
る景色を感じます。

編集後記　立春も過ぎ、いよいよミラノ・コルティナで冬季オリンピックが開幕する。今回はどんな感動が待っ
ているのだろうか。大いに期待して観戦するつもり。
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　仕事柄、平日はほとんど屋
外で作業をしています。周り
にはアウトドア派だと思われ
がちですが、趣味は読書、特
技はどんぐりに絵を描くこと
ぐらいという生粋のインドア
派です。
　何を隠そう、休日に罪悪感
な く 家 に 籠 る た め に、 外 で
体を動かす仕事をしていると
いっても過言ではありません。

◆
　読書好きを公言する私がす
すめる本は、なんといっても
図鑑です。図鑑は、最近の言
い方をすればものすごく「コ
スパが良い」本ではないかと
思うのです。物語と違って結
末があるわけではなく、ミス
テリーと違って一度読んだか
らといってネタバレが気にな
るわけでもありません。いつ
読んでも何度読んでも毎回新
しい発見があり、面白さが色
褪せることはありません。
　ただ一つ難点があるとすれ
ば、何冊も集めたくなってし

まうことでしょうか。
　私が主に読むのは植
物図鑑ですが、一口に
植物といっても木本、
草本、コケなどそれぞ
れに特化した図鑑があ

るためその量はかなりのものになりま
す。また、植物について調べればそれ
と共に生きる昆虫の図鑑が必要にな
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事務局の動き
【2 月】
  3 ㈫・総務委員会（広報活動部会）
        ・街路樹剪定士・緑地樹木剪定士認定委員会（試験部会）
  4 ㈬・総務委員会（財政・運営部会）

  5 ㈭・運営会議
  6 ㈮・技術委員会（全国）＆国際園芸博覧会会場視察
  9 ㈪・登録造園基幹技能者講習委員会（試験委員会）
10 ㈫・事業委員会（全国）
13 ㈮・街路樹剪定士・緑地樹木剪定士認定委員会
17 ㈫・植栽基盤診断士認定委員会（試験部会）

　山頂からは一面に広がる街並みと海岸
線が一望でき、毎回達成感と感動で胸が
いっぱいになります。
　おすすめは山頂で食べるカップラーメ
ンとおにぎり。疲れた体に染み渡るあた
たかさと、外で食べる開放感が最高のご
褒美です。

◆
　大山は地元の人たちから親しみを込め
て「大山さん」と呼ばれています。

　美味しい水が飲めるのも、自然災害が
少ないのも「大山さん」のおかげだよ。
そんな話を私も祖母からよく聞かされて
いました。
　私たちの暮らしにそっと寄り添い、た
くさんの人たちから愛され続ける大山。
機会がありましたら、ぜひ一度「大山さ
ん」に会いに来ていただきたいなと思い
ます。
鳥取県支部　清水　花（山陰緑化建設㈱）

19 ㈭・登録造園基幹技能者講習委員会
20 ㈮・技術委員会（安全部会）	
21 ㈯・第 52 回全国造園デザインコンクール表彰式
24 ㈫・造園領域発展戦略委員会（女性活躍推進部会）
26 ㈭・九州総支部交流会
28 ㈯・技能グランプリ～ 3/1 ㈰	

【3 月】
  3 ㈫・総務委員会（広報活動部会）
10 ㈫・街路樹剪定士・緑地樹木剪定士認定委員会（試験部会）
12 ㈭・資格制度委員会（全国）
13 ㈮・地域リーダーズ勉強会（群馬）～ 14 日㈯	
16 ㈪・街路樹剪定士・緑地樹木剪定士認定委員会
19 ㈭・総務委員会（財政・運営部会）
23 ㈪・国際委員会
26 ㈭・運営会議
27 ㈮・総支部長等会議／第２回通常理事会／役員懇談会

委員会等の活動
●�総務委員会

12/4 建設キャリアアップシステム処遇改善推進
協議会で労務費に関する基準、建設分野の外国人
材育成・確保あり方検討

●�広報活動部会
2/3 2026 年４月までの記事構成、全国造園フェ
スティバルツールについて審議

●技術委員会
1/28-30 グリーンインフラ産業展の開催に協力
2/2 UR 都市機構との技術意見交換会で円滑な工
事の実施へ意見交換

●地域リーダーズ
1/19 勉強会（群馬）の内容と来年度の体制を検討

●全国造園デザインコンクール審査会
1/25 神奈川県立相原高等学校で審査会を実施

●街路樹剪定士・緑地樹木剪定士認定委員会
12/15 街路樹剪定士認定試験（10 ～ 11 月）の採点結果と
緑地樹木剪定士認定試験（冬期）の試験問題の確認、「公
園・緑地樹木剪定ハンドブック」改訂を審議

●緑地樹木剪定ハンドブック編集委員会
12/18「公園・緑地樹木剪定ハンドブック」改訂
原稿案最終確認

●植栽基盤診断士認定委員会
12/22 実地試験の採点、合否判定、来年度の開催
について審議

●登録造園基幹技能者講習
1/15-16 福岡、1/29-30 東京で実施

●街路樹剪定士・緑地樹木剪定士認定委員会（試験部会）
2/3 街路樹剪定士認定試験 (12 ～ 1 月 ) と緑地樹木剪
定士認定試験（冬期）の採点結果の確認と来年度の緑地
樹木剪定士認定試験の試験問題について審議

●女性活躍推進部会
12/5 経営者小会議で・社内の人材不足への対応、
若手育成講座について意見交換
12/5 出前講座小会議で出前講座について意見交
換、検討。12/11 福島県立岩瀬農業高校出前講座。
1/22 愛知県立稲沢力風館高校出前講座。1/11、
14 建設産業女性定着支援ネットワークブロック
意見交換会に参加

●国際委員会
1/7 第 3 回 海外日本庭園情報交換会で海外日本
庭園の再生事業に関して報告

● 2027 年国際園芸博覧会特別委員会
12/4 博覧会準備状況、屋内・屋外出展の調整状
況等について情報共有

米子市からも間近に望むことができる大山

　（公社）日本造園学会は、会員サービ
スのさらなる利便性向上と機能拡充を目
的に会員マイページのシステム移行（リ
ニューアル）を実施します。
　これに伴いシステム移行期間中は、会
員マイページへのログインおよび各種機
能をご利用いただくことができません。

【停止に伴うスケジュール】
・ログイン停止期間　
　3 月 16 日㈪ 00:00 - 3 月 31 日㈫ 23:59

・システム再開予定日
　4 月 1 日（水）00:00 より

【停止期間中に利用できない主なサービス】
・会員情報の確認・変更
・証明書の審査発行申請
・その他、マイページ内の全ての機能
【ご利用再開時のご注意事項】
システム移行に伴い URL の変更を予定。

（問い合わせ先）日本造園学会造園 CPD 事務局
E-mail：cpd-office@jila-zouen.org

造園 CPD システム移行に伴う会員ページ等の一時閉鎖について

四季折々
の大山と
山頂から
望む風景

どんぐりトトロと
増える
図鑑

ハニベ岩窟院にて㊧社長とパチリ㊨

https://book.kensetu-navi.com/products/detail/555

